
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号

特
定
有
期
雇
用
労
働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
の
特
例
を
定
め
る
省
令

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
期
雇
用
労
働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
に
係
る
労
働
条
件
の
明
示
の
特
例
）

第
一
条
　
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
有
期
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
認
定
事
業
主
が
有
期
特

措
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
（
第
三
項
に
お
い
て
「
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
（
次
項
に
お
い

て
「
第
一
種
特
定
有
期
労
働
条
件
」
と
い
う
。
）
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
有
期
特
措
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
適
用
さ
れ
る
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
特
例
の
内
容
に
関
す
る
事
項

二
　
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
三
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
前
号
の
特
例
に
係
る
有
期
特
措
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
有
期
業
務
の

範
囲
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）

２
　
第
一
種
特
定
有
期
労
働
条
件
に
係
る
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
書
面
の
交
付
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
が
同
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
当
該
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
す
る
送
信
の
方
法

二
　
電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
メ
ー
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
送
信
の
方
法
（
当
該
労
働
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

（
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
に
係
る
労
働
条
件
の
明
示
の
特
例
）

第
二
条
　
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
有
期
特
措
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
認
定
事
業
主
が
有
期
特
措
法
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
（
第
三
項

に
お
い
て
「
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
特
定
有
期
労
働
条
件
」
と
い
う
。
）
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
二
種
特
定
有
期
労
働
条
件
に
係
る
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
書
面
の
交
付
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
が
同
項
に
規
定
す
る
事
項
が
明
ら
か
と
な
る
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
当
該
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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